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市からの連絡帳

用火災警報器（平成２２年４月１日か
ら義務化）を設置しましょう。
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

■水道の給水装置関係の       
受付場所変更
　４月から水道の給水装置工事の受
付、水道埋設管調査、図面の閲覧、
水道指定給水装置工事事業者などの
申請業務が東京都へ移管されます。
　これに伴い、４月１日からこの業
務は東京都水道局東久留米サービス
ステーションで行いますので、ご注
意ください。
　時 平日の午前８時３０分～午後５時１５
分
　問 東京都水道局東久留米サービスス
テーション（東久留米市滝山６－１
－１・札４７１－５１９９）
◆水道課 　保 （札４３８－４０４７）

 スポ－ツ 

■平成２０年度青少年健全育成
団体の認定申請受付開始
　向台運動場・市民公園グラウンド・
芝久保運動場・北原運動場・健康広
場を使用する場合、青少年健全育成
団体として認定されると、スポーツ
施設の使用料金が免除されますの
で、該当団体は申請してください。
□対象団体　①青少年を健全に育成
する団体として市内の社会体育活動
を行っていること　②指導者が無償
ボランティアであること　③規約ま
たは会則があり、団体としての意思
を決定・執行・代表することのでき
る機能と独立した経理・監査の機能
が確立されていること　④団体の実
績が客観的に認められるものである
こと　⑤市民が団体構成員の９０パー
セント以上であり、団体の本拠とし
て事務所または事務を行う一定の場
所が市内にあること　⑥政治・宗教
活動または営利事業を主たる目的と
する団体でないこと
□提出書類　①会則　②１９年度事業
報告書（申請時までの実績分でも可
③１９年度会計報告（決算見込みでも
可）④２０年度会員名簿　⑤２０年度事
業計画書　⑥２０年度の予算書
　申 ３月１５日松～２６日昌までにスポー
ツ振興課または総合体育館・きらっ
と（１８日昇は休館）へ直接持参
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

■出張講座します   　　　　
「認知症サポ－ト養成講座」
　高齢化に伴い認知症の方が増える
ことが見込まれています。
　認知症になっても安心して暮らし
続けるためには、地域での見守りや
ちょっとした手助けが必要です。
　認知症について正しく理解し、認知
症の方と家族を地域で支えていくため
に出張講座をします。１０人程度のグル
ープで場所を用意してください（介護事
業所の研修としての利用はできませ
ん）。
　内 認知症とは、認知症の方を地域で
支えるためには
　講 市内のキャラバン・メイト（認知
症サポーター養成講座の講師として
研修を修了した方）
　申 高齢者支援課へお問い合わせくだ
さい。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　　　　 子育て 

■ファミリー・サポート・センタ
ー　ファミリー会員登録説明会
　当センターは、地域の中で子ども
を預けたい方（ファミリー会員）と
子どもを預かる方（サポート会員）
からなる会員同士の相互援助活動を
行っています。
　ファミリー会員の登録希望の方は
出席してください（子ども同伴可）。
※要電話申し込み
　時 ・　場 ①３月８日松 午前１０時～正
午・イングビル３階会議室  ②３月２１
日晶 午前１０時～正午・保谷東分庁舎
□入会登録に必要なもの　保護者の
顔写真（縦３㎝×横２．５㎝）１枚、印
鑑、８０円切手１枚（会員証郵送用）
　申 ①３月７日晶 午後５時  ②３月１９
日昌 午後５時までに、ファミリー・
サポート・センターへ。
◆ファミリー・サポート・センター
事務局（札４３８－４１２１）

 くらし 

■春の火災予防運動
「備えよう　防火の心と　住警器」
　時 ３月１日松～７日晶
　西東京消防署管内の平成１９年中の
火災件数は５５件で、火災により３人
の方が亡くなっています。
　火災の早期発見に効果のある住宅

社会保険事務所
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■バイク・軽自動車の廃車等の
手続きは３月中に！
　軽自動車税は４月１日現在の所有
者に対して課税されます。　
　転出、盗難にあった場合、すでに
使用していない場合、所有者が変わ
った場合は、３月中に手続きをして
ください。なお、軽自動車税は月割
課税制度がありませんのでご注意く
ださい。
□手続き窓口
①１２５㏄以下のバイク・小型特殊自動
車…市役所市民税課
②１２５㏄を超えるバイク…多摩自動
車検査登録事務所
（音声案内札０５０－５５４０－２０３３）
③軽自動車…軽自動車検査協会多摩
支所（札０４２－５２５－４３６０）
◆市民税課 　田 （札４６０－９８２６）

■土地家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧期間
　平成２０年度の土地価格など縦覧帳
簿・家屋価格など縦覧帳簿の縦覧は、
４月１日～６月２日を予定していま
す。また、課税資産明細書は４月上
旬に発送する予定です。
   詳細は、４月１日号の市報でお知
らせします。
◆資産税課 　田 
　　土地について…（札４６０－９８２９）
　　家について……（札４６０－９８３０）

 各種申請 

■年度末・年度始について　　
～市民課からのお願い～
　年度末・年度始（３月１９日昌～４
月１１日晶まで）は、窓口が大変混み
合います。時間に余裕をもってお越
しください。
   大変ご迷惑をおかけしますが、混
雑の緩和にご協力をお願いします。
建市外への転出は、約２週間前か
ら、転入・市内の転居は、お引越し
後２週間の手続期間がありますの
で、ご利用ください。
建住民票の異動、印鑑登録・証明発
行は、中原・谷戸・柳橋出張所でもお
取り扱いしていますのでご利用くださ
い。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 高齢福祉 

■介護保険福祉用具購入費・住
宅改修費の「受領委任払い制度」
を開始
　４月１日から従来の償還払いに加
え、利用者が費用の１割のみを事業
者に払い、保険給付される９割部分
は、市が利用者から受領に関する委
任を受けた事業者に直接払うことが
できる「受領委任払い制度」も選択
できるようになります。
　この制度を利用する際に、事業者
は事前に市の登録を受ける必要があ
ります。詳細はお問い合せを。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

 保険・年金・税 

■市税、国民健康保険料（税）の
夜間・休日納付、相談窓口開設
興夜間窓口
　時 ３月５日昌・６日昭
　午後５時～午後８時
興休日窓口
　時 ３月８日松
　午前９時～午後４時
　場 夜間・休日とも
　【田無庁舎】
市税について…納税課（４階）、
国民健康保険料（税）について…健
康年金課（２階）
※昨年保谷庁舎の納税課、保険年金
課（現健康年金課）の窓口が田無庁
舎に統合したことにより、平日の納
付相談窓口と夜間・休日に開設する
納付、相談窓口は、田無庁舎のみで
実施です。ご注意ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■退職者医療制度の対象者が
６５歳未満に！
　４月１日から退職者医療制度の対
象年齢が７５歳未満から６５歳未満に変
更されます。それに伴い保険証や高
齢受給者証が切り替えとなります。
　対象の方（現在退職者被保険者証
をお持ちで４月１日時点で６５歳以上
の方）には、３月中旬から配達記録
郵便で郵送します。
　新しい保険証は４月１日から使用
してください。
※保険証の色は若草色からサーモン
色へ変更となります。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■新しい高齢受給者証を郵送
　医療制度改正により、７０～７４歳の
方で現在窓口負担が１割負担の方に
ついては、４月から２割負担に引き
上げられる予定でしたが、４月～平
成２１年３月までの１年間は１割負担
に据え置かれることになりました。
　そのため新しい高齢受給者証を３
月中旬～下旬に配達記録郵便で郵送
します。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■住所や名前に変更があった
際は届出が必要です
　現在、社会保険庁では、年金加入
記録などを記載した「ねんきん特別
便」を順次送付しています。
　ただし、住所や名前に変更があっ
た方で届出が済んでいない場合は、
「ねんきん特別便」をお届けするこ
とができません。変更があった場合
は、速やかに変更届の提出をお願い
します。
　なお、現在加入している年金制度
などにより、届出先が異なりますの
でご注意ください。
□届出先
①国民年金第１号被保険者…お住ま
いの市区町村役場の窓口
②厚生年金・共済組合加入者とその
被扶養配偶者…厚生年金・共済組合
加入者の勤務先の社会保険担当者
③年金受給者・６０歳以上で年金を受
け取られていない方…住所地管轄の
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　路上喫煙は、煙による不快感
を第三者に与えるだけでなく、
やけどを負わせる危険もありま
す。また、ビン・缶・ガムなど
のごみのポイ捨てはまちの美観
を損ねます。そこで、市では３
月１日から田無駅周辺を「ポイ
捨て・路上喫煙防止地区」とし
て指定します。
　市民の皆さんのご理解とご協
力をお願いします。詳細は市
　HP などをご覧ください。
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

３月１日から田無駅周辺を
「ポイ捨て・路上喫煙防止地区」に指定！！

路面シ－トデザイン


